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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発生するレーザ光源と、
　前記レーザ光源からの光を出射する光照射手段と、
　前記光照射手段から生体に照射された光によって発生した音響波を検出する音響波検出
器と、
　前記光照射手段から出射される光の光エネルギーを検出する光エネルギー検出手段と、
　前記レーザ光源の出射光量を制御する制御手段と、を備え、
　前記光エネルギー検出手段は、前記光照射手段から出射される光の光エネルギー分布を
取得可能であり、
　前記制御手段は、あらかじめ検出された前記光エネルギー分布に基づいて求められる照
射密度分布における最大値が最大許容露光量を超える場合、前記生体へ照射される光の照
射密度が最大許容露光量を超えないように、前記レーザ光源の出射光量を制御することを
特徴とする測定装置。
【請求項２】
　光を発生するレーザ光源と、
　前記レーザ光源からの光を出射する光照射手段と、
　前記光照射手段から生体に照射された光によって発生した音響波を検出する音響波検出
器と、
　前記光照射手段から出射される光の光エネルギーを検出する光エネルギー検出手段と、
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　前記レーザ光源の出射光量を制御する制御手段と、を備え、
　前記光エネルギー検出手段は、前記光照射手段から出射される光の光エネルギー分布を
取得可能であり、
　前記制御手段は、あらかじめ検出された前記光エネルギー分布から求められる照射密度
分布の最大値に基づき、前記生体へ照射される光の照射密度分布における最大値が最大許
容露光量を超えないように、前記レーザ光源の出射光量を制御することを特徴とする測定
装置。
【請求項３】
　前記光照射手段と前記光エネルギー検出手段とのうち少なくともどちらか一方を２次元
に動かすことが可能な第１の移動機構をさらに有することを特徴とする請求項１又は２に
記載の測定装置。
【請求項４】
　前記光エネルギー検出手段は、複数の光エネルギー検出器が２次元に配置された光エネ
ルギー検出器群からなることを特徴とする請求項１又は２に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記光照射手段を動かすことが可能な第２の移動機構を有し、
　前記光エネルギー検出手段は前記生体の妨げにならない位置に設置されていることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記光エネルギー検出手段によって検出される光エネルギーおよび照
射される光の繰り返し周波数に応じて、前記レーザ光源の出射光量の制御を行うことを特
徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記レーザ光源からの出射光の波長を測定する波長測定手段を有し、
　前記制御手段は、前記波長測定手段で測定された波長に応じて前記レーザ光源の出射光
量の制御を行うことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記波長測定手段は前記レーザ光源の筐体内に設けられていることを特徴とする請求項
７に記載の測定装置。
【請求項９】
　前記光エネルギー検出手段は、レーザ安全基準で定められる大きさの窓を備えた開口を
有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項１０】
　前記最大許容露光量は、パルス幅が1nsecから100nsecの場合において、１パルス当たり
下記式（ａ）、（ｂ）のうち小さいほうで定義されることを特徴とする請求項１乃至９の
いずれか１項に記載の測定装置。
　　（ａ）

　　（ｂ）

ここで、単位はmJ/cm2であり、λは波長（単位：nm）である。また、ｔはレーザ照射時間
（光を当て始めてから終わるまでの時間、単位：秒）、ｆは繰り返し周波数（単位：Hz）
である。
【請求項１１】
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　前記生体を保持するための保持板が少なくとも１つ設けられていることを特徴とする請
求項１乃至１０のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項１２】
　前記保持板を挟んで生体と反対側に前記光照射手段および前記音響波検出器が配置され
ており、前記光照射手段は、光が前記保持板中を斜めに伝搬して前記音響波検出器の正面
を照射する光学系を有しており、前記光エネルギー検出手段は、保持板と光学的に整合し
た光学部材を有することを特徴とする請求項１１に記載の測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定装置に関し、特に光音響効果を用いた測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光に比べて生体内での散乱が少ない音響波（典型的には超音波）の特性を利用し
て、生体内の光学特性値分布を高解像度に求める光音響トモグラフィー（ＰＡＴ）が提案
されている（特許文献１）。光源から発生したパルス光が生体に照射されると、生体内で
拡散しながら伝搬する。生体組織内に含まれる吸収体は、伝搬してきたパルス光のエネル
ギーを吸収して音響波を発生する。音響波信号を解析処理することにより、生体内の光学
特性分布、特に光エネルギー吸収密度分布を得ることができる。
　ＰＡＴにおいて、光吸収により生体内の吸収体から得られる音響波の音圧（Ｐ）は次式
で表すことができる。

【数１】

　ここで、Γは弾性特性値であるグリューナイセン（Grueneisen）係数であり、体積膨張
係数（β）と音速（ｃ）の二乗の積を比熱（Ｃp）で割ったものである。μaは吸収体の吸
収係数、φは局所的な領域での光量（吸収体に照射された光量）である。
【０００３】
　ＰＡＴにおける音響波信号である音圧は、吸収体に到達する局所的な光量に比例する。
生体に照射された光は、散乱と吸収により体内で急激に減衰するため、体内の深部組織で
生じる音響波の音圧は光照射部位からの距離に応じて大きく減衰する。そのため、信号強
度を得るためには生体に照射する照射光量を大きくする必要がある。
【０００４】
　一方、生体に対する安全性の観点から、光源としてレーザを用いる場合、生体に照射さ
れる照射密度（単位面積当たりの照射光量）の最大値は、レーザ安全基準（JIS規格C6802
およびIEC 60825-1）で定められる最大許容露光量(ＭＰＥ : Maximum Permissible Expos
ure)を超えないようにする必要がある。
【０００５】
　また、特許文献２において、複数の波長の光を生体に照射した際の生体からの透過散乱
光を光検出器でモニターしその信号を解析することで生体内の特定部位の組織の種類を判
定する方式が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－０１３５９７
【特許文献２】特開２００８－７９８３５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　上述したように、生体に対する安全性の観点から、生体に照射される照射密度がＭＰＥ
を超えないようにする必要があるが、特許文献１では、「照射密度は最大許容露光量（Ｍ
ＰＥ）以下の強度とする」との記載はあるが、どのようにしてＭＰＥ以下とするかについ
ての記載はない。具体的には、レーザの出射光量やビームパターンが経時変化や外的要因
によって変化した場合や、レーザの波長や繰り返し周波数が変動した場合についての対処
がされていない。
【０００８】
　特許文献２における光検出器は、生体からの透過散乱光をモニターしているものであっ
て生体に照射された光量そのものをモニターしてはおらずＭＰＥについては考慮していな
い。また、特許文献２における光強度調整部は複数の波長の光の光量を調整するために用
いている。透過散乱光の量は被検体に依存するので、光検出器でモニターされた値を基準
にＭＰＥ以下になるように光源の光量を調整することは困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明では、光を発生するレーザ光源と、前記光を生体に
照射する光照射手段と、前記生体に照射された光によって発生した音響波を検出する音響
波検出器と、を有する測定装置において、前記生体への前記光の照射密度を検出する光エ
ネルギー検出手段を備え、前記光エネルギー検出手段により検出された前記照射密度が最
大許容露光量を超えないように前記レーザ光源の出射光量が制御されることを特徴として
いる。
【発明の効果】
【００１０】
　光音響効果を用いた測定装置において、生体に照射されるレーザ光の光量やビームパタ
ーン、波長、繰り返し周波数が変動した場合においても生体に対する照射密度をＭＰＥ以
下に抑えることができ、より安全性の高い装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施例を説明する図
【図２】第１の実施例の動作を説明する図
【図３】第１の実施例の照射密度分布を説明する図
【図４】第２の実施例を説明する図
【図５】第３の実施例を説明する図
【図６】第４の実施例を説明する図
【図７】第５の実施例を説明する図
【図８】第６の実施例を説明する図
【図９】第７の実施例を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　レーザ安全基準（JIS規格C6802およびIEC 60825-1）によると、パルス幅が1nsecから10
0nsecの場合、皮膚に対する１パルス当たりの最大許容露光量ＭＰＥは次式(a)、(b)の小
さいほうで定義される。
(a)
【数２】

(b)



(5) JP 5641773 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

【数３】

　ここで、単位はmJ/cm2であり、λは波長（単位：nm）である。また、ｔはレーザ照射時
間（光を当て始めてから終わるまでの時間、単位：秒）、ｆは繰り返し周波数（単位：Hz
）である。具体的には、測定時間を10秒とすると、繰り返し周波数が10Hz以下では式(a)
が、繰り返し周波数10Hz以上では式(b)が適用される。
【００１３】
　光量を測定する際に使用する開口の大きさは、レーザ安全基準（JIS規格C6802およびIE
C 60825-1）により定められている。ＰＡＴに用いる400-1400nmのスペクトル範囲の光を
皮膚に対して照射する場合、直径3.5mmの開口を通して測定した光量でもって定義される
。これは、光ビームは均一な光量分布でなく、何らかの分布を持っているのが一般的であ
ることから面積で平均化するための基準である。照射面積が直径3.5mmの円よりも大きい
場合に、全体の照射光量を照射面積で平均化して照射密度を求め、その値をもとにパルス
当たりのエネルギーの上限値を決めると、光ビームの持つ光量分布により、部分的にＭＰ
Ｅを超えた光量のビームが照射される危険がある。したがって、用いるレーザの波長、周
波数、測定時間および、実際に生体に照射される光の分布を考慮して、パルス当たりのエ
ネルギーの上限値を定める必要がある。
【００１４】
　本発明は、生体に照射される光の照射密度分布を実測し、その最大値が１パルス当たり
の最大許容露光量を超えないようにレーザ光源の光量調整を行うものである。さらには、
そのパルス列の繰り返し周波数や、光の波長を実測し、その値をもとに１パルス当たりの
最大許容露光量を設定し、レーザ光源の光量調整を行うものである。
【００１５】
　レーザ光源は、経時変化や外的要因により出力や波長が変化してしまう可能性がある。
また、用いているレンズ、ミラーなどの光学部材が長時間のレーザ光照射によって変質し
、生体へ照射されるレーザ光の光量やビームパターンが初期状態とは変動してしまう可能
性もある。また、受動Ｑスイッチ型のパルスレーザ光源を用いた場合は、結晶の温度や経
時変化などによって繰り返し周波数が変動したり、最適な周波数が変動したりする場合も
ある。本発明によれば、そのような場合においても、生体に対して安全な装置を提供する
ことができる。
【００１６】
　より詳細の構成については、以下に述べる実施例の中で述べる。
【実施例１】
【００１７】
　図１、図２は本発明の実施例を説明する概念図である。図中、１０５は波長1064nm、パ
ルス幅10nsec、繰り返し周波数10Hzのパルス光を発生するNd:YAGレーザ光源、１０３は光
ファイバなどからなる光伝送手段であり、１０１は光照射手段である。１０９はアレイ状
に配置されている音響波検出器、１１１は女性の乳房などの生体、１１３、１１５は生体
１１１を保持する生体保持板、１１７は光エネルギー検出器、１１９は光エネルギー検出
器１１７の前に設けられた直径3.5mmの穴を有する開口である。光エネルギー検出器１１
７および開口１１９は、本発明における光エネルギー検出手段を構成する。１２１は光エ
ネルギー検出器１１７で検出された光エネルギーや繰り返し周波数などを表示する光エネ
ルギー表示手段（ディスプレイ）である。
【００１８】
　光照射手段１０１は移動機構１０７の上に備え付けられており、生体保持板１１３に対
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して平行な２次元方向に動かすことが可能となっている。
【００１９】
　本実施例においては、光エネルギー検出器１１７は、測定装置において生体に相当する
位置で生体を保持する際に妨げとならない位置に固定されている。なお、生体に相当する
位置とは、光照射手段１０１を光エネルギー検出器１１７と相対するように移動させるこ
とができ、かつ、相対した場合の光照射手段１０１からの距離が光照射手段１０１と生体
１１１との間の距離に相当する位置を意味する。照射密度を計測する場合は、移動機構（
第２の移動機構）によって光照射手段１０１を光エネルギー検出器１１７と相対する位置
に移動させる（図２(a)）。そして、駆動機構である移動機構１０７（第１の移動機構）
によって光照射手段１０１を2次元に走査することで開口１１９を通過した光エネルギー
の分布を測定する。測定された光エネルギーを開口面積で割ることで照射密度分布を求め
ることができる。測定された値や照射密度分布などの情報は光エネルギー表示手段１２１
上に表示される。なお、光照射手段１０１を2次元に走査する第１の移動機構と、光照射
手段１０１を光エネルギー検出器１１７と相対する位置に移動させる第２の移動機構と、
は共通の移動機構１０７により操作される構成としてもよい。また、第１の移動機構と第
２の移動機構とを別の手段により操作する構成としてもよい。
【００２０】
　照射密度分布の最大値が１パルス当たりの最大許容露光量を超えている場合はレーザ光
源１０５の出射光量を調整して照射密度分布の最大値が１パルス当たりの最大許容露光量
以下となるように設定する。そのように調整した後に生体に光を照射して生体情報を取得
する（図２(b)）。
【００２１】
　レーザ光源１０５の出射光量調整後の照射密度分布を図３に示す。図３(a)は2次元照射
密度MAPであり、図３(b)はピーク位置（ｙ＝－２ｍｍ）での分布を示している。本実施例
の条件での１パルス当たりの最大許容露光量は100mJ/cm2であるが、図３よりピークが約9
0 mJ/cm2に抑えられていることがわかる。
【００２２】
　本実施例において、実際に生体に光を照射する前に予め照射密度が最大許容露光量以下
となるようにレーザ光源１０５の出射光量の調整を行うことが可能となり、安全性の高い
装置を提供できる。
【００２３】
　本実施例において、光照射手段１０１を2次元に走査することで光エネルギーの分布を
測定したが、光エネルギー検出器の側に2次元に走査可能な駆動機構（第１の移動機構）
を設けてもよい。このとき、測定装置は光照射手段１０１および光エネルギー検出器１１
７のいずれか一方のみが走査可能な構成であってもよいし、双方ともに走査可能な構成で
あってもよい。
【実施例２】
【００２４】
　図４は本発明の第２の実施例を説明する概念図である。図中、図１と同じ部材には同一
番号を付加しており、説明は省略する。第１の実施例との違いは、光エネルギー検出器１
１７で測定された光エネルギーの分布や繰り返し周波数を元に、最適なレーザ光源の出力
を決定する光エネルギー制御手段２０１が備えられていることである。
【００２５】
　実施例１と同様、生体を測定する前に予め光エネルギー分布を測定し、照射密度分布を
求める。本実施例ではレーザ光源としてNd:YAGレーザを用いており、波長は既知である。
【００２６】
　光エネルギー制御手段２０１では、波長、繰り返し周波数、測定時間から１パルス当た
りの最大許容露光量を計算するとともに、最大許容露光量と測定された照射密度分布の最
大値とを比較し、照射密度分布の最大値が最大許容露光量をオーバーしている場合は、最
大許容露光量以下となるようにレーザ光源１０５の出力を制御する。また、照射密度分布



(7) JP 5641773 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

の最大値が最大許容露光量よりも小さい場合は、所望の安全率の範囲でレーザ光源１０５
の出力の増加を行う。なお、測定時間は術者が適宜設定する項目である。
【００２７】
　本実施例では、自動的にレーザ光源の出力調整が行われることから操作性が向上する。
【００２８】
　本実施例において、光エネルギー制御手段２０１では、波長、繰り返し周波数、測定時
間から１パルス当たりの最大許容露光量を計算するものとしているが、予めルックアップ
テーブルとして格納されていてもよい。
【実施例３】
【００２９】
　図５は本発明の第３の実施例を説明する概念図である。図中、図１と同じ部材には同一
番号を付加しており、説明は省略する。第１の実施例との違いは、光エネルギー検出器１
１７が固定部材３０１に固定されており、着脱可能である点である。
【００３０】
　本実施例において、照射密度を測定する際は図５(a)のように生体を保持するのとほぼ
同じ場所に光エネルギー検出器１１７を設置する。また、生体を測定する際は、光エネル
ギー検出器１１７をとりはずす（図５(b)）。
【００３１】
　本実施例において、生体の場所と照射密度を測定する場所がほぼ等しくなるため精度が
向上する。
【実施例４】
【００３２】
　図６は本発明の第４の実施例を説明する概念図である。図中、図１と同じ部材には同一
番号を付加しており、説明は省略する。
本実施例において、レーザ光源３０５として波長可変レーザであるTi:Saレーザが用いら
れている。また、出射されたレーザ光の一部がビームサンプラー３５１で取り出されて波
長測定手段である光波長計３５３に導かれている。光エネルギー制御手段３５５では、光
エネルギー検出器１１７で測定された繰り返し周波数、光波長計３５３で測定された波長
データ、予め術者によって設定されている測定時間をもとに１パルス当たりの最大許容露
光量を計算する。さらに、最大許容露光量と光エネルギー検出器１１７の測定データから
求められた照射密度分布の最大値とを比較し、照射密度分布の最大値が最大許容露光量を
オーバーしている場合は、最大許容露光量以下となるようにレーザ光源３０５の出力を制
御する。また、照射密度分布の最大値が最大許容露光量よりも小さい場合は、所望の安全
率の範囲でレーザ光源３０５の出力の増加を行う。
【００３３】
　本実施例において、Ti:Saレーザが有する波長制御手段が誤差を持つ場合でも最大許容
露光量を最適に設定できる。
【実施例５】
【００３４】
　図７は本発明の第５の実施例を説明する概念図である。図中、図６と同じ部材には同一
番号を付加しており、説明は省略する。本実施例では、光波長計３７３がレーザ光源３０
５の筐体内（装置内）に設けられている例を示している。
【００３５】
　本実施例において、レーザ光源３０５に波長校正機能を付加できるので、取得する生体
情報の信頼性が向上する。
【実施例６】
【００３６】
　図８は本発明の第６の実施例を説明する概念図である。図中、図１と同じ部材には同一
番号を付加しており、説明は省略する。本実施例では、光エネルギー検出手段は複数の光
エネルギー検出器４０１および開口４０３からなる光エネルギー検出器群であり、各光エ
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ネルギー検出器４０１からの情報が光エネルギー制御手段４０５に伝えられている。
【００３７】
　本実施例において、複数の光エネルギー検出器４０１および開口４０３は直列に配置さ
れてもよい。しかし、２次元平面状に配置することにより、光エネルギー分布を光照射手
段や光エネルギー検出器を走査することなく測定できるので、光エネルギー分布を計測す
るのに必要な時間を短縮できる。
【実施例７】
【００３８】
　上記各実施例を実施する際に、用いる光照射手段によっては、生体がない場合には照射
した光が生体保持板のガラス面で全反射してしまい、露光量が測定できないという問題が
ある。このような場合、照射した光が生体保持板中を斜めに伝搬して音響波検出器の概略
正面を照射することのできる光照射手段および、生体保持板と光学的に整合した光学部材
を用いることにより、生体保持板中を斜めに伝搬した光を透過し、照射された光を光検出
器に導くことができる。
【００３９】
　図９は本発明の第７の実施例を説明する概念図である。本実施例では、音響波検出器と
同じ側であり生体保持板を挟んで生体と反対側に光照射手段を設けている。
【００４０】
　図中、５０５は波長1064nm、パルス幅10nsec、繰り返し周波数10HzのNd:YAGレーザ光源
、５０３は光ファイバからなる光伝送手段であり、５０１は光照射手段である。光照射手
段５０１から出射されたレーザ光は分岐プリズム５０７によって二つに分離され、ミラー
５０９、反射プリズム５１１、生体保持板５１５を介して、音響波検出器５１３のほぼ正
面に導かれる。この場合、レーザ光は生体保持板５１５を斜めに伝搬するが、角度によっ
ては生体保持板５１５と空気との界面で全反射してしまい、光エネルギーを測定する際に
支障が生じる。そこで、カップリング用プリズム５１９と反射プリズム５１１とで生体保
持板５１５をはさむようにカップリング用プリズム５１９を配置する。カップリング用プ
リズム５１９と反射プリズム５１１の斜面の角度を揃えておけば光ビームは好適に光エネ
ルギー検出器５２１に導かれる。反射プリズム５１１と生体保持板５１５との界面、ある
いはカップリング用プリズム５１９と生体保持板５１５との界面は光学的に接触している
ことが望ましく、水、油、もしくはジェル状液体などをマッチング剤として挟んでおくと
よい。
【００４１】
　また、カップリング用プリズム５１９の生体保持板５１５と接している面には直径3.5m
mの開口５１７が設けられており、照射密度を求めるのに適した構造となっている。
【００４２】
　５０１、５０７、５０９、５１１，５１３は一体化され、２次元走査可能な駆動機構の
上に設置されていてもよい。この一体化したユニットを2次元に走査して、光エネルギー
分布および照射密度分布を得ることができる。
【００４３】
　光エネルギー制御手段５２３では、１パルス当たりの最大許容露光量を計算するととも
に、最大許容露光量と測定された照射密度分布の最大値とを比較し、照射密度分布の最大
値が最大許容露光量をオーバーしている場合は、最大許容露光量以下となるようにレーザ
光源５０５の出力を制御する。
【００４４】
　本実施例において、光エネルギー検出器５２１およびカップリング用プリズム５１９は
生体を保持する際に妨げとならない位置に固定されている。もしくは、第３の実施例のよ
うに着脱可能な構成としてもよい。
【００４５】
　さらに、本実施例において、光照射手段側を２次元に走査することで光エネルギーの分
布を測定したが、光エネルギー検出器の側に２次元に走査可能な駆動機構を設けてもよい
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【００４６】
　また、本実施例で示した照明のための光学系は一例でありこれに限ったものではなく、
音響波検出器の正面を照射できるものであればどのようなものでもよい。さらに、カップ
リング用プリズム５１９の形状も台形に限ったものではなく、照明のための光学系に合わ
せて決定すればよい。例えば、円錐や四角錐の頂点部をカットした形状であってもよい。
【符号の説明】
【００４７】
１０１、５０１　光照射手段
１０３、５０３　光伝送手段
１０５、３０５、５０５　レーザ光源
１０７　移動機構
１０９、５１３　音響波検出器
１１１　生体
１１３、１１５、５１５　生体保持板
１１７、４０１、５２１　光エネルギー検出器
１１９、４０３、５１７　開口
１２１　光エネルギー表示手段
２０１、３５５、４０５、５２３　光エネルギー制御手段
３０１　光エネルギー検出器固定部材
３５１、３７１　ビームサンプラー
３５３、３７３　光波長計
５０７　分岐プリズム
５０９　ミラー
５１１　反射プリズム
５１９　カップリング用プリズム
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